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地域住民の皆様の安全・安心を守ります。

駿東伊豆消防組合議会新体制始動！



駿東伊豆消防組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正）

第 16　  議第　９号　駿東伊豆消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について

第 17　  議第 10号　駿東伊豆消防組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正について

第 18　  議第 11号　令和７年度駿東伊豆消防組合会計補正予算（第１回）について

第 19　  認第   4号　監査委員の選任について（組合議員）

第 20　  消防行政に対する一般質問

第 21　  議会運営委員会の閉会中の継続調査

第 14　  認第　３号　令和６年度駿東伊豆消防組合会計歳入歳出決算の認定について

第 15　  議第　８号　財産の取得について（更新高規格救急自動車救急資器材）

第　３　  諸般の報告

   令和７年第２回駿東伊豆消防組合議会定例会議事日程

　令和７年８月20日（水曜日）午後２時0０分　開会

第　２　  会議録署名議員の指名

第　１　  議席の指定

第　８　  報第　５号　専決処分の報告について（交通事故損害賠償額の決定）

第　９　  報第　６号　専決処分の報告について（損害賠償額の決定）

第 13　  認第　２号　専決処分の報告及びその承認について（駿東伊豆消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び

第　４　  議長の選挙

第　５　  会期の決定

第　６　  報第　３号　専決処分の報告について（交通事故損害賠償額の決定）

第　７　  報第　４号　専決処分の報告について（交通事故損害賠償額の決定）

第 10　  報第　７号　専決処分の報告について（交通事項損害賠償額の決定）

第 11　  報第　８号　繰越明許費繰越計算書の報告について

第 12　  認第　１号　専決処分の報告及びその承認について（静岡県市町総合事務組合規約の一部変更）

駿東伊豆消防組合議会 定例会が開催されました。
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＜　駿東伊豆消防組合管理者提出議案　＞

 

専決処分の報告及びその承認について
（駿東伊豆消防組合職員の勤務時間、休
暇等に関する条例及び駿東伊豆消防組合
職員の育児休業等に関する条例の一部改
正）

本案は、地方自治法第179条第1項の規定により、駿東伊豆消防組合職員の勤務時間、
休暇等に関する条例及び駿東伊豆消防組合職員の育児休業等に関する条例の一部を改正
する条例について専決処分したので、報告し承認を求めるものです。

認第２号

認第１号

監査委員の選任について（組合議員）

本案は、新たに組合議員から監査委員を選任することについて同意を求めるものです。

本案は、育児に係る部分休業の取得について、子の養育に柔軟に対応できる規定を整備
するため、駿東伊豆消防組合職員の育児休業等に関する条例の一部を改正するもので
す。

専決処分の報告及びその承認について
（静岡県市町総合事務組合規約の一部変
更）

本案は、地方自治法第179条第1項の規定により、静岡県総合事務組合の規約の一部を
変更することについて専決処分したので、報告し承認を求めるものです。

同意

認第４号

報題8号

繰越明許費繰越計算書の報告について

本案は、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、令和６年度駿東伊豆消防組合
繰越明許費繰越計算書を報告するものです。

報告

認第３号

令和６年度駿東伊豆消防組合会計歳入歳
出決算の認定について

本案は、地方自治法第233条第3項の規定により、令和6年度駿東伊豆消防組合会計歳入
歳出決算を、監査委員の意見を付けて議会の認定に付するものです。

認定

議第11号

令和７年度駿東伊豆消防組合会計補正予
算（第１回について）

本案は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億3,028万9,000円を追加し、歳入
歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ69億8,041万2,000円とするものです。

可決

駿東伊豆消防組合職員の育児休業等に関
する条例の一部改正について

承認

報第7号
本案は、地方自治法第180条第１項の規定による議会の指定に基づき、交通事故に係る
損害賠償の額について専決処分したので、報告するものです。

報告
専決処分の報告について
（交通事故損害賠償額の決定）

本案は、地方自治法第180条第１項の規定による議会の指定に基づき、交通事故に係る
損害賠償の額について専決処分したので、報告するものです。

報告
専決処分の報告について
（交通事故損害賠償額の決定）

報第４号
本案は、地方自治法第180条第１項の規定による議会の指定に基づき、交通事故に係る
損害賠償の額について専決処分したので、報告するものです。

報告
専決処分の報告について
（交通事故損害賠償額の決定）

本案は、地方自治法第180条第１項の規定による議会の指定に基づき、交通事故に係る
損害賠償の額について専決処分したので、報告するものです。

報告
専決処分の報告について
（交通事故損害賠償額の決定）

本案は、地方自治法第180条第１項の規定による議会の指定に基づき、損害賠償の額に
ついて専決処分したので、報告するものです。

報告
専決処分の報告について
（損害賠償額の決定）

＜ 　議 案 一 覧 　＞

議案名 内　容 議決結果

報第３号

報第５号

報第６号

承認

本案は、更新高規格救急自動車3台に積載する救急資器材の更新に伴い、予定価格
2,000万円以上の財産取得となるため、議会の議決を得るものです。

可決

本案は、妊娠・出産時や育児期の職員へ面談等による両立支援制度の周知や制度利用・
働き方の意向聴取及び聴取した意向への配慮を行い、職員が子の年齢に応じた柔軟な働
き方を選択できるよう支援する体制整備を行うため、駿東伊豆消防組合職員の勤務時
間、休暇等に関する条例の一部を改正するものです。

可決

可決

議第８号

議第９号

議第10号

財産の取得について（更新高規格救急自
動車救急資器材）

駿東伊豆消防組合職員の勤務時間、休暇
等に関する条例の一部改正について
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新
駿
東
伊
豆
消
防
組
合
議
会
議
長

尾
藤

正
弘

た
だ
い
ま
、
議
長
を
拝
命
い
た
し
ま
し
た

沼
津
市
議
会
の
尾
藤
正
弘
と
申
し
ま
す
。

梶
前
議
長
同
様
に
皆
様
の
御
理
解
と
御

協
力
を
賜
り
た
く
存
じ
ま
す
。

ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。

新駿東伊豆消防組合議長・新監査委員

就 任 あ い さ つ

新
監
査
委
員

飯
田

康

た
だ
い
ま
、
皆
様
方
の
御
同
意
の
も
と
監

査
委
員
に
任
命
い
た
だ
き
ま
し
た
。
伊
豆
の

国
市
の
飯
田
と
申
し
ま
す
。

消
防
組
合
の
公
正
か
つ
効
率
的
な
運
営
を

確
保
す
る
た
め
、
監
査
委
員
と
し
て
与
え
ら

れ
た
職
責
を
全
う
す
べ
く
鵜
飼
代
表
監
査
委

員
と
と
も
に
一
生
懸
命
頑
張
ら
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

飯田 康 監査委員

尾藤 正弘 議長

次回の定例会は、令和８年２月

令和８年度予算案が審議されます。

開催場所は、沼津北消防署の予定です。

駿東伊豆消防組合　議会だより　p４



沼津市 議長９番 佐藤　　周 伊東市 副議長 18番 尾藤　正弘

沼津市
議会運営委員会

委員長

８番 佐藤　健一郎 沼津市 17番 平野　　謙 沼津市

７番 大川　敬太郎 沼津市 16番 佐野　博一

東伊豆町
議会運営委員会

委員

６番 波多野　靖明 伊豆市 15番 三田　忠男 伊豆市
議会運営委員会

委員

５番 鈴木　伸和 東伊豆町 14番 須佐　　衛

飯田　安雄 清水町

３番 山内　洋平 函南町 12番 大庭　桃子

４番 田代　　稔 清水町
議会運営委員会
副委員長

13番

天野　佐代里 伊豆の国市
議会運営委員会

委員

函南町
議会運営委員会

委員

２番 飯田　康 伊豆の国市 11番

議員氏名 選出市町 役　職

１番 虫明　弘雄 伊東市 10番 杉本　一彦 伊東市

議席番号 議員氏名 選出市町 役　職 議席番号

議会運営委員会
委員

新選出議員

このたび、新たに伊豆の国市、東伊豆町、沼津市及び函南町から組合議員が選出されました。

新選出議員を紹介します！

新議会構成

伊豆の国市

天野佐代里議員

皆様の安全・安心を全力

で守ります。

沼津市

尾藤正弘議員

沼津市

平野 謙議員
沼津市

佐野博一議員
沼津市

佐藤健一郎議員

沼津市

大川敬太郎議員

伊豆の国市

飯田 康議員

東伊豆町

須佐 衛議員
東伊豆町

鈴木伸和議員

函南町

山内洋平議員

函南町

大庭桃子議員
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交
通
事
故
損
害
賠
償
額
の
専
決
処
分
で

す
が
、
次
の
４
点
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
伺

う
。１

点
目
、
事
故
状
況
の
詳
細
と
原
因
は
何

か
。２

点
目
、
過
失
割
合
は
ど
う
な
っ
て
い
る

か
。３

点
目
、
職
員
（
運
転
者
）
の
行
政
処
分
と

刑
事
処
分
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。

４
点
目
、
損
害
賠
償
額
の
算
出
根
拠
は
ど

う
な
っ
て
い
る
か
。

警
部
課
長

初
め
に
、
報
第
3
号
に
つ

い
て
、
事
故
状
況
は
、
東
伊
豆
消
防
署
の
救

急
自
動
車
が
、
傷
病
者
を
救
急
車
に
収
容
し

緊
急
走
行
で
北
進
中
、
交
差
点
に
赤
信
号
で

進
入
し
た
際
、
東
側
か
ら
進
入
し
て
き
た
軽

乗
用
車
と
衝
突
し
た
事
故
で
す
。

原
因
は
、
救
急
車
が
交
差
点
を
徐
行
に
よ

り
通
過
中
、
相
手
方
車
両
が
救
急
車
に
気
付

か
ず
交
差
点
に
進
入
し
て
き
た
た
め
衝
突

第
二
回
定
例
会
で
は
、
１
人
の
組

合
議
員
か
ら
質
問
が
あ
り
ま
し
た
。

鈴
木

伸
和

議
員

い
ま
せ
ん
。

損
害
賠
償
額
は
、
遮
断
桿
の
交
換
修
繕
費

全
額
で
す
。

報
第
７
号
の
事
故
状
況
は
、
田
方
中
消
防

署
の
消
防
自
動
車
が
、
交
差
点
を
左
折
す
る

際
、
交
差
点
付
近
に
停
車
中
で
あ
っ
た
相
手

方
車
両
の
左
側
面
に
消
防
自
動
車
の
右
後

方
部
分
を
接
触
さ
せ
た
事
故
で
す
。

過
失
割
合
は
、
本
消
防
組
合
が
１
０
０
％

に
な
り
ま
す
。

職
員
の
行
政
処
分
・
刑
事
処
分
は
ご
ざ

い
ま
せ
ん
。

損
害
賠
償
額
に
つ
い
て
は
、
相
手
方
車
両

の
修
繕
費
全
額
で
す
。

今
回
、
交
通
事
故
に
係
る
４
件
の
専
決
処

分
を
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
事

故
防
止
の
対
策
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
に
発
生

し

た

事

故

も

含

め

公

用

車

事

故

等

情

報

シ
ー
ト
を
作
成
、
全
職
員
が
事
故
情
報
を
共

有
し
所
属
部
署
ご
と
の
検
討
会
や
、
小
隊
長

及
び
機
関
員
と
な
る
職
員
を
対
象
と
し
た

各
種
安
全
運
転
研
修
を
開
催
し
、
安
全
意
識

の
向
上
を
図
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

今
後
も
引
き
続
き
交
通
事
故
の
撲
滅
に

努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

消防行政の方針・考え方ここが聞きたい！

鈴 木 伸 和 議員

・報第３号、４号、５号、７号専決処分の報告について

（交通事故損害賠償額の決定）

報
第
３
号
、
４
号
、
５
号
、
７
号
専
決
処

分
の
報
告
に
つ
い
て
（
交
通
事
故
損
害
賠

償
額
の
決
定
）

し
た
も
の
で
す
。

過
失
割
合
は
、
本
組
合
２
０
％
に
対
し
、

相
手
方
８
０
％
で
す
。
職
員
の
行
政
処
分
・

刑
事
処
分
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
損
害
賠
償
額

は
、
相
手
方
車
両
の
修
繕
費
を
過
失
割
合
で

按
分
し
た
も
の
で
す
。

報
第
４
号
の
事
故
状
況
は
、
沼
津
北
消
防

署
原
分
署
の
救
急
車
が
出
動
し
た
際
、
当
該

場
所
に
方
向
転
換
の
た
め
進
入
し
た
と
こ

ろ
、
浄
化
槽
の
蓋
を
救
急
自
動
車
の
右
後
輪

で
踏
み
損
傷
さ
せ
た
も
の
で
す
。
原
因
は
、

機
関
員
及
び
誘
導
員
が
浄
化
槽
の
蓋
に
気

付
か
ず
、
車
両
を
移
動
さ
せ
た
こ
と
に
よ
る

も
の
で
す
。

過
失
割
合
は
、
本
組
合
が
１
０
０
％
で
す
。

職
員
の
行
政
処
分
・
刑
事
処
分
は
ご
ざ

い
ま
せ
ん
。

損
害
賠
償
額
は
、
浄
化
槽
蓋
の
修
繕
費
全

額
で
す
。

報
第
５
号
の
事
故
状
況
は
、
沼
津
北
消
防

署
の
救
助
工
作
車
が
、
踏
切
を
通
過
し
よ
う

と
し
た
際
、
前
方
車
両
の
流
れ
が
急
に
悪
く

な
り
、
下
り
て
き
た
遮
断
桿
に
車
両
後
方
上

部
が
接
触
し
た
も
の
で
す
。

過

失
割

合
は
、
本

組

合
の
過

失

が
１
０

０
％
で
す
。

職
員
の
行
政
処
分
・
刑
事
処
分
は
ご
ざ
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東
伊
豆
消
防
署
に
お
け
る
令
和
７
年

度
の
職
員
配
置
に
つ
い
て
、
以
下
の
点
を
伺

う
。1

点
目
、
職
員
、
再
任
用
職
員
の
数
は
そ

れ
ぞ
れ
何
人
で
す
か
。

2
点
目
、
そ
の
う
ち
東
伊
豆
町
外
か
ら
通

勤
の
者
は
何
人
で
す
か
。

3
点
目
、
大
規
模
災
害
等
で
緊
急
招
集
が

発
令
さ
れ
た
場
合
、
町
外
か
ら
の
通
勤
者
に

対
す
る
対
応
は
ど
う
な
っ
て
い
ま
す
か
。

総
務
課
長

令
和
７
年
度
の
東
伊
豆

消
防
署
は
、
職
員
２
８
人
を
配
置
し
、
再
任

用
職
員
の
配
置
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

東
伊
豆
町
外
か
ら
通
勤
し
て
い
る
職
員

は
、
２
８
人
中
２
４
人
で
、
伊
東
市
・
河
津

町
、
下
田
市
等
か
ら
の
通
勤
者
と
な
っ
て
お

り
ま
す
。

な
お
、
組
合
全
体
で
東
伊
豆
町
内
在
住
職

員
は
、
１
４
人
で
、
そ
の
う
ち
４
人
が
東
伊

豆
消
防
著
に
勤
務
し
て
お
り
、
そ
の
他
の
１

０
人
は
伊
東
消
防
署
、
第
２
方
面
内
の
各
消

防
署
に
勤
務
し
て
お
り
ま
す
。

駿東伊豆消防組合 議会だより ｐ7

警
防
課
長

緊
急
招
集
が
発
令
さ
れ
た
場

合
、
町
外
か
ら
の
通
勤
者
に
対
す
る
対
応
に

つ
い
て
お
答
え
し
ま
す
。

災
害
時
に
お
け
る
職
員
の
動
員
に
つ
い
て

は
、
駿
東
伊
豆
消
防
組
合
警
防
規
程
に
お
い

て
、
職
員
が
勤
務
す
る
署
所
へ
動
員
す
る
所

属
職
員
動
員
と
、
あ
ら
か
じ
め
指
定
さ
れ
た

居
住
地
の
最
寄
り
の
署
所
へ
動
員
す
る
指
定

場
所
動
員
の
２
つ
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
原

則
、
所
属
職
員
動
員
で
対
応
し
て
お
り
ま
す
。

所
属
職
員
動
員
で
は
、
台
風
な
ど
異
常
気

象
に
よ
る
も
の
に
つ
い
て
、
情
報
収
集
し
た

中
で
災
害
予
測
を
立
て
、
参
集
が
困
難
に
な

る
前
に
動
員
命
令
を
発
令
す
る
こ
と
と
し
て

お
り
ま
す
。

し
か
し
、
地
震
な
ど
突
発
的
に
発
生
す
る

災
害
に
対
し
ま
し
て
は
、
所
属
職
員
動
員
で

は
参
集
が
困
難
な
場
合
も
考
え
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、
指
定
場
所
動
員
に
切
り
替
え
る
こ
と

と
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
御
質
問
に
あ
る
東
伊
豆
消

防
署
に
勤
務
す
る
職
員
で
町
外
在
住
者
は
、

あ
ら
か
じ
め
指
定
さ
れ
た
署
所
に
参
集
す
る

こ
と
に
な
る
一
方
、
東
伊
豆
町
に
在
住
す
る

職
員
は
東
伊
豆
消
防
署
に
参
集
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

本
消
防
本
部
と
し
ま
し
て
は
、
あ
ら
ゆ
る

災
害
に
対
応
で
き
る
よ
う
参
集
体
制
を
整
備

第
二
回
定
例
会
で
は
、
２
人
の
組

合
議
員
か
ら
質
問
が
あ
り
ま
し
た
。

鈴
木

伸
和

議
員

し
て
お
り
ま
す
。

以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。

私
か
ら
は
２
つ
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま
す
。

ま
ず
１
番
目
、
女
性
消
防
吏
員
の
採
用
の

状
況
に
つ
い
て
、
平
成
2
7
年
に
総
務
省
消

防
庁
か
ら
発
出
さ
れ
た
「
女
性
消
防
吏
員
の
更

な
る
活
躍
に
向
け
た
取
組
の
推
進
に
向
け
て
」

に
よ
る
と
令
和
８
年
度
ま
で
に
全
消
防
吏
員

の
う
ち
女
性
消
防
吏
員
の
比
率
を
５
パ
ー
セ

ン
ト
と
す
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

⑴
当
消
防
組
合
の
計
画
と
進
捗
状
況
は
ど

う
か
。

⑵
計
画
が
進
ま
な
い
あ
い
ろ
は
ど
こ
に
あ

る
と
考
え
て
い
る
か
。

⑶
今
後
推
進
し
て
い
き
た
い
こ
と
は
何
か
。

２
番
目
で
す
。

広
域
化
の
メ
リ
ッ
ト
と
さ
れ
る
署
所
の
配

置
に
つ
い
て
、
広
域
化
に
向
け
た
メ
リ
ッ
ト

と
し
て
署
所
の
適
正
配
置
が
言
わ
れ
ま
し
た
。

も
う
す
ぐ
1
0
年
に
な
り
ま
す
が
、
具
体
的

消防行政の方針・考え方ここが聞きたい！

鈴木伸和 議員
・東伊豆消防署における職員の配置について

・
東

伊
豆
消
防

署
に
お
け
る
職
員
の

配
置
に
つ
い
て

大庭桃子 議員
・女性職員の採用状況について

・広域化のメリットとされる署所の配置について

大
庭

桃
子

議
員

・
女
性
職
員
の
採
用
状
況
に
つ
い
て

・
広
域
化
の
メ
リ
ッ
ト
と
さ
れ
る
署
所

の
配
置
に
つ
い
て



な
案
は
見
え
て
こ
な
い
よ
う
に
見
え
ま
す
。

か
な
り
老
朽
化
の
進
ん
だ
施
設
も
あ
り
、
浸

水
地
域
に
存
在
し
て
い
る
施
設
も
あ
り
ま
す
。

⑴
建
替
え
計
画
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い

る
か
。

⑵
庁
舎
の
長
寿
命
化
は
ど
の
よ
う
に
考
え

て
い
る
か
。

総
務
課
長

女
性
消
防
吏
員
の
採
用
の

状
況
に
つ
い
て
、
初
め
に
本
組
合
の
計
画
と

進
捗
状
況
は
ど
う
か
に
つ
い
て
、
お
答
え
し

ま
す
。

ま
ず
、
計
画
に
つ
き
ま
し
て
は
、
平
成
2
8

年
９
月
「
駿
東
伊
豆
消
防
組
合
次
世
代
育
成

支
援
・
女
性
職
員
の
活
躍
の
推
進
に
関
す
る

特
定
事
業
主
行
動
計
画
」
を
策
定
し
、
令
和
８

年
度
当
初
ま
で
に
、
全
消
防
吏
員
数
に
対
し
、

女
性
消
防
吏
員
の
割
合
５
パ
ー
セ
ン
ト
以
上

の
任
用
を
目
標
と
し
て
お
り
ま
す
。

次
に
進
捗
状
況
に
つ
き
ま
し
て
は
、
平
成

2
8
年
度
当
初
、
女
性
消
防
吏
員
の
割
合
は

1
.
5
パ
ー
セ
ン
ト
、
９
人
の
状
況
で
あ
り

ま

し

た

が
、
令

和

７

年
度

で

は
、

3
.
9

パ
ー
セ
ン
ト
、
2
4
人
と
な
り
、
５
パ
ー
セ
ン

ト
目
標
ま
で
残
り

1
.
1
パ
ー
セ
ン
ト
の

進
捗
状
況
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

次
に
、
計
画
が
進
ま
な
い
あ
い
ろ
が
ど
こ

に
あ
る
と
考
え
て
い
る
か
に
つ
い
て
お
答
え

し
ま
す
。
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ま
ず
、
女
性
消
防
吏
員
の
割
合
を
上
げ
る

た
め
の
取
組
と
し
て
、
女
性
が
働
き
や
す
い

職
場
環
境
づ
く
り
に
着
手
し
、
ハ
ー
ド
面
で
は
、

女
性
用
仮
眠
室
や
シ
ャ
ワ
ー
室
な
ど
の
新
設

を
行
い
、
８
庁
舎
に
お
い
て
女
性
が
当
直
勤

務
で
き
る
環
境
を
整
え
、
ソ
フ
ト
面
に
つ
い

て
も
妊
娠
中
に
着
用
で
き
る
エ
プ
ロ
ン
型
の

執
務
服
の
導
入
や
出
産
、
育
児
休
業
後
も
安

心

し

て

職

場

復

帰

で

き

る

体

制

づ

く

り

を

行
っ
て
き
ま
し
た
。

ま
た
、
多
方
面
で
活
躍
で
き
る
よ
う
配
置

先
を
消
防
隊
や
救
急
隊
の
み
な
ら
ず
、
消
防

指
令
セ
ン
タ
ー
や
救
助
隊
な
ど
に
配
置
拡
大

を
行
い
、
女
性
消
防
吏
員
の
意
欲
向
上
に
努

め
て
お
り
ま
す
。

そ

の

結

果
、
女

性

消

防

吏

員

の

割

合

は

年
々
目
標
値
に
近
づ
い
て
い
る
も
の
と
考
え

て
お
り
ま
す
。

一
方
、
課
題
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
採
用
試

験
の
受
験
者
総
数
に
占
め
る
女
性
の
割
合
は
、

毎
年
６
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
を
推
移
し
横
ば
い

と
な
っ
て
お
り
、
女
性
の
職
業
選
択
の
中
に

お
い
て
消
防
官
の
認
知
が
増
え
て
い
な
い
現

状
が
伺
え
る
こ
と
か
ら
、
受
験
者
総
数
に
占

め
る
女
性
の
割
合
を
増
や
す
こ
と
が
課
題
で

あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

次
に
、
今
後
、
推
進
し
て
い
き
た
い
こ
と
は

何
か
に
つ
い
て
お
答
え
し
ま
す
。

今
後
に
つ
い
て
、
女
性
が
働
き
や
す
い
職

場
環
境
づ
く
り
や
女
性
消
防
吏
員
の
キ
ャ
リ

ア
形
成
を
さ
ら
に
推
進
す
る
と
と
も
に
、
受

験
者
の
裾
野
を
拡
大
す
る
取
組
と
し
て
、
こ

れ
ま
で
も
、
女
性
消
防
吏
員
自
ら
が
作
成
し

た

女

性

消

防

士

ガ

イ

ド

ブ

ッ

ク

の

活

用

や

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
、
テ
レ
ビ
局
の
密
着

取
材
を
受
け
る
な
ど
あ
ら
ゆ
る
広
報
媒
体
を

通
じ
て
、
女
性
消
防
吏
員
と
い
う
職
業
の
魅

力
を
発
信
し
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
新
た
に

高
等
学
校
や
中
学
校
等
で
の
職
場
講
話
に
女

性
消
防
吏
員
を
積
極
的
に
派
遣
す
る
な
ど
、

更
な
る
認
知
拡
大
を
図
っ
て
ま
い
り
た
い
と

考
え
て
お
り
ま
す
。

続
き
ま
し
て
、
広
域
化
の
メ
リ
ッ
ト
と
さ

れ
た
署
所
の
適
正
配
置
に
つ
い
て
、
初
め
に
、

建
て
替
え
計
画
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い

る
か
に
つ
い
て
お
答
え
し
ま
す
。

本
組
合
で
は
、
令
和
５
年
度
に
消
防
署
所

の
適
正
な
配
置
に
つ
い
て
、
今
後
の
方
向
性

を
示
し
た
「
駿
東
伊
豆
消
防
組
合
消
防
署
所

適
正
配
置
計
画
」
を
策
定
し
て
い
ま
す
。

当
該
計
画
に
お
い
て
は
、
庁
舎
の
目
標
耐

用
年
数
を
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
5
0
年
、

鉄
骨
造
3
8
年
に
設
定
し
、
目
標
耐
用
年
数

の
５
年
前
か
ら
庁
舎
更
新
の
検
討
を
開
始
す

る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

消
防
署
所
適
正
配
置
の
考
え
方
と
い
た
し

ま
し
て
は
、
平
成
2
7
年
３
月
に
一
般
財
団

法
人
消
防
科
学
総
合
セ
ン
タ
ー
に
調
査
委
託

し
作
成
さ
れ
た
「
駿
東
伊
豆
地
区
消
防
救
急
広

域
化
協
議
会
市
街
地
等
設
定
の
た
め
の
支
援

調
査
報
告
書
」
の
災
害
発
生
箇
所
の
分
析
結
果

に
基
づ
く
消
防
需
要
の
ほ
か
、
大
規
模
災
害

時
に
お
い
て
も
消
防
活
動
が
継
続
で
き
る
よ

う
、
津
波
浸
水
想
定
区
域
、
洪
水
浸
水
想
定
区

域
及
び
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
の
立
地
に
課

題
が
あ
る
庁
舎
の
洗
い
出
し
を
行
い
、
庁
舎

更
新
時
、
移
転
等
に
よ
り
、
安
全
か
つ
円
滑
な

消
防
活
動
が
実
現
で
き
る
位
置
に
配
置
す
る

こ
と
を
考
え
て
お
り
ま
す
。

な
お
、
本
計
画
は
庁
舎
更
新
時
、
本
組
合
と

関
係
構
成
市
町
と
建
設
位
置
を
調
整
し
て
い

く
中
で
、
本
組
合
が
理
想
と
す
る
庁
舎
位
置

の
考
え
方
を
示
す
基
礎
資
料
と
な
る
も
の
で
、

今
後
、
具
体
的
に
署
所
の
移
転
、
建
替
え
計
画

が
立
案
さ
れ
た
際
に
は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ

メ
ン
ト
制
度
等
を
活
用
し
、
広
く
住
民
の
意

見
を
求
め
、
地
域
自
治
会
等
に
丁
寧
な
説
明

を
し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

次
に
、
庁
舎
の
長
寿
命
化
は
ど
の
よ
う
に

考
え
て
い
る
か
に
つ
い
て
お
答
え
し
ま
す
。

本
組
合
の
消
防
庁
舎
に
あ
っ
て
は
、
構
成
市

町
か
ら
の
無
償
貸
与
の
庁
舎
と
、
旧
田
方
地
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年
度
も
令
和
８
年
度
の
採
用
試
験
が
ご
ざ
い

ま

す
。
そ

の

中

で

も

女

性

の

受

験

者

が

い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

た
だ
し
、
採
用
試
験
に
つ
き
ま
し
て
は
、
こ

れ
ま
で
も
そ
う
な
の
で
す
が
特
別
に
女
性
採

用
枠
と
い
う
も
の
は
設
け
て
お
り
ま
せ
ん
の

で
、
本
組
合
に
お
い
て
は
、
男
女
問
わ
ず
優
秀

な
人
材
を
採
用
し
て
い
き
た
い
と
考
え
、
特

別
な
採
用
枠
は
設
け
て
お
り
ま
せ
ん
。

そ
の
中
で
、
今
年
度
受
け
て
い
た
だ
く
学

生
さ
ん
、
男
女
問
わ
ず
で
す
が
、
女
性
の
方
が

成
績
が
優
秀
で
あ
れ
ば
採
用
の
比
率
は
増
え

て
い
く
か
と
思
い
ま
す
。
目
標
が
達
成
で
き

る
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
つ
き
ま
し
て
は
、

そ
の
試
験
結
果
次
第
だ
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

２
つ
目
の
管
理
的
地
位
に
あ
る
職
員
が
１

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
と
い
う
目
標
に
つ
い
て
、
そ

の
状
況
に
な
い
理
由
は
何
か
と
い
う
点
に
つ

き
ま
し
て
は
、
私
ど
も
の
女
性
職
員
は
平
成

1
5
年
に
採
用
し
て
お
り
ま
し
て
、
今
現
在
、

4
0
代
後
半
、
2
0
年
ち
ょ
っ
と
の
勤
務
で

ご
ざ
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
ま
だ
女
性
職
員
の
歴
史
が
浅
い

と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
昇
任
し
て
い
く
に

あ
た
っ
て
試
験
制
度
が
あ
る
の
で
す
が
、
順

次
試
験
を
受
け
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

そ
の
中
で
ま
だ
管
理
職
に
な
る
職
員
が
い
な

い
と
い
う
の
が
現
状
で
ご
ざ
い
ま
す
。

区
消
防
組
合
で
所
有
し
、
継
承
さ
れ
た
組
合

財
産
の
庁
舎
が
あ
る
た
め
、
無
償
貸
与
の
庁

舎
に
つ
い
て
は
、
当
該
庁
舎
を
所
有
す
る
市

町
の
長
寿
命
化
計
画
に
基
づ
き
、
ま
た
、
組
合

財
産
の
庁
舎
に
つ
い
て
は
、
本
組
合
で
作
成

し
た
長
寿
命
化
計
画
に
基
づ
き
、
庁
舎
を
長

期
に
わ
た
り
使
用
で
き
る
よ
う
、
計
画
的
効

率
的
な
修
繕
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。

女
性
職
員
の
採
用
状
況
に
つ
い
て
、
あ

と
一
年
で
、
７
人
を
採
用
し
、
５
％
の
目
標
を

達
成
で
き
る
の
か
。

令
和
７
年
末
ま
で
に
監
督
的
地
位
に
あ
る

職
員
に
占
め
る
女
性
割
合
１
パ
ー
セ
ン
ト
以

上
（
６
人
以
上
）
と
い
う
目
標
が
あ
る
が
、
実

際
に
は
３
人
、

0
.
5
パ
ー
セ
ン
ト
と
い

う
こ
と
で
、
こ
ち
ら
の
数
字
が
伸
び
て
こ
な

い
理
由
は
何
か
。

消
防
庁
が
進
め
て
い
る
女
性
消
防
吏
員
活

躍
推
進
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
事
業
と
い
う
の
が
あ

る
。
2
4
0
回
派
遣
し
て
１
万
4
千
名
以
上

の
受
講
者
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
が
、
そ

う
い
っ
た
事
業
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
は
あ
る

か
。以

上
３
点
に
つ
い
て
伺
う
。

総
務
課
長

ま
ず
、
目
標
を
達
成
で
き

る
の
か
と
い
う
点
に
つ
き
ま
し
て
は
、
今
年

こ
れ
か
ら
年
数
が
経
っ
て
い
け
ば
、
い
ず

れ
は
そ
う
い
っ
た
職
員
が
増
え
て
い
く
の
で

は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
３
つ
目
の
総
務
省
消
防
庁
に
お

け
る
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
制
度
の
利
用
に
つ
き
ま

し
て
は
、
こ
れ
ま
で
利
用
し
た
こ
と
は
ご
ざ

い
ま
せ
ん
。

以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。

署

所

の

配

置

に

つ

い

て
、
広

域

化

と

言

っ

て

も

現

在

あ

る

建

物

は
、
そ

こ

に

あ

る
っ
て
い
う
必
然
性
が
あ
っ
た
の
で
、
簡
単

に
２
つ
あ
る
い
は
３
つ
を
統
合
し
て
１
つ
に

す
る
と
か
は
で
き
な
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

例
え
ば
、
具
体
的
に
伊
東
市
の
吉
田
出
張

所
と
か
浸
水
地
域
に
あ
る
田
方
北
消
防
署
な

ど
で
、
建
て
替
え
な
ど
必
要
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
が
、
そ
う
い
う
見
通
し
は
持
っ
て

い
る
か
。

総
務
課
長

田
方
北
消
防
署
に
つ
き
ま

し
て
は
、
洪
水
浸
水
想
定
区
域
と
な
っ
て
お

り
ま
す
。

庁
舎
更
新
時
に
は
、
関
係
市
町
と
協
議
を

し
て
、
そ
う
い
っ
た
場
所
で
な
い
所
に
移
転

を
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
協
議
を
進
め
て
い

き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

吉

田

出

張

所

に

つ

き

ま

し

て

は
、
そ

う

い
っ
た
災
害
想
定
区
域
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん

が
、
昭
和
5
5
年
建
築
で
4
5
年
を
経
過
し

て
お
り
ま
す
の
で
、
今
年
度
か
ら
建
物
所
有

者
で
あ
る
伊
東
市
と
の
協
議
を
開
始
し
て
い

く
と
い
う
か
た
ち
と
な
り
ま
す
。

以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。
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-2.5%

不　　用　　額 108,238 110,396 -2,158 -2.0%

-1,811

増減率増　減令和５年度令和６年度

6.7%421,9056,276,6336,698,538当　　　　　初

6.7%

執　　行　　率 97.4 97.2 － 0.2pt

-

収入未済額 0 0 0 -

不納欠損額 0 0 0

決　　算　　額 6,815,728 6,387,742 427,986

歳

入

歳

出 翌年度繰越額 71,394 73,205

1.1pt

対調定額収入率 100.0 100.0 － 0pt

対予算現額収入率 99.8 98.7 －

7.6%

決　　算　　額 6,980,504 6,488,737 491,767 7.6%

調　　定　　額 6,980,504 6,488,737 491,767

6,995,360 6,571,343 424,017 6.5%

繰越事業費繰越額 73,205 128,938 -55,733

34.9%

区分
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予
算
額

補　　　　　正 223,617 165,772 57,845

-43.2%

最　　　　　終

予算執行状況

前年度と比較すると、次のとおりである。 （単位：千円・％）

令和６年度決算審査報告

報告中の天野議員

令和６年度決算審査報告

令和６年度の当初予算額は、6,698,538千円で、これ

に繰越事業費繰越額73,205千円及び補正予算額

223,617千円を加えた最終予算額6,995,360千円となっ

ており、前年度に比べ424,017千円増加している。

歳入決算額は、6,980,504千円で、前年度に比べ

491,767千円増加している。

収入率は、予算現額に対して99.8％、調定額に対し

て100％と、前年度同様の水準で、不納欠損額及び

収入未済額のない良好な状態である。

歳出決算額は、6,815,728千円で、前年度に比べ

427,986千円増加している。

執行率は97.4％で、前年度に比べ0.2ポイント増加し

ている。

翌年度繰越額は71,394千円で、前年度に比べ1,811

千円減少している。

不用額は108,238千円（対予算比1.6％）で、前年度

に比べ2,158千円減少している。不用額の主なものは、

職員管理費83,519千円（対予算比1.5％）及び消防運

営費9,655千円（対予算比4.5％）である。

款別決算額

歳入決算額

69億8,050万4千円 分担金及び負担金

6,323,490千円

組合債

313,400千円

諸収入

13,269千円
繰越金

100,995千円

繰入金

124,316千円

寄付金

35,000千円

財産収入

5,991千円 県支出金

30,000千円

国庫支出金

28,601千円

使用料及び賃借料

5,442千円

議会費

910千円

総務費

135,217千円

公債費

335,030千円

消防費

6,344,571千円

歳出決算額

68億1,572万8千円
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